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Summary

　　This　study　was　performed　to　make　clear　factors　relating　with　adaptation　to　intraoral

radiograph　in　the　handicapped．　We　observed　behaviors　of　the　handicapped　as　taking

roentgen　photographs　intraorally　and　analyzed．　The　subjects　were　24　mentally　retarded，

　本論文の要旨は第39回松本歯科大学学会例会（1994年11月19日，塩尻市），第11回日本障害者歯科学会学術大会（1994

年11月24日，横浜市）において発表した．（1995年7月5日受理）
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but　without　motor　disability　patients，　average　age　23．3±13．3　years　old．　They　were　taken

roentgen　photograph　of　their　upper　and　lower　anterior　teeth　intraorally，　and　their　behavior

were　recorded　with　VTR　and　evaluated．　Each　subject　was　examined　his／her　developmental

level　with　Enjoji’s　Infant　Analytic　Development　Test．　We　also　surveyed　their　type　of

handicap，　behavior　management　method　in　previous　dental　situation，　number　of　visit，

chronological　age　and　sex．　Those　factors　were　analyzed　according　to　the　Akaike’s　Informa－

tion　Criterion（AIC）．

　　　The　results　were　as　follows：

　　　（1）15patients（62．5％of　the　subjects）were　able　to　accept　with皿t　any　restraint，　and　5

patients（20．8％of　the　subjects）accepted　by　holding　the　patient’s　head．　But，4patients（16．

7％of　the　subj　ects）showed　maladjusted　behaviors，　and　it　was　impossible　to　take　a　roentgen

photograph　intraolly．

　　　（2）The　most　participate　factor　in　adaptation　were　behavior　management　methods　in

previous　dental　situation，　Those　who　ha’d　accepted　dental　treatment　without　any　special

behavior　management　methods　or　with　only　diluted　nitrous　oxide，　were　apt　to　accept

intraoral　radiograph．

　　　（3）Also，　there　were　close　correlation　between　the　developmental　level　and　the　adapta－

bility．　It　was　that　evaluating　developmental　level　of　the　patient，　especially　in　understanding

of　speech，　personal　relationship　or　speech　ability　should　be　useful　means　to　make　an

estimate　his／her　adaptability．　The　readiness　for　intraoral　radiograh　might　be　expected　at

3years　and　10　months　in　understanding　of　speech，3years　and　6　months　in　personal

relationship，　or　in　speech　ability．

　　　Those　observation　suggest　that　a　handicapped　patient　who　possesses　a　cirtain　readi－

ness，　even　if　displayes　maladjusted　behaviors　at　the　biginning，　should　be　induced　to　accept

intraoral　radiograph　with　positive　approach．

緒 言

　歯科治療を行う際には，適切な診断と治療のた

めに，X線写真は必要かつ不可欠なものである．

歯科領域でのX線撮影は，口腔内にフィルムを挿

入して撮影する口内法X線撮影が一般に用いられ

るが，知的障害者では撮影を嫌がって暴れたり，

開口しないなどの拒否行動が見られ，撮影が困難

なことがある．障害者のX線撮影については，後

藤ら1），小笠原ら2），笠原3）の報告があり，困難な症

例への撮影法として口外法が薦められている．し

かしながら，口外法は口内法と比較して，鮮鋭度，

解像度が劣る．さらに後藤ら1）は，固定装置を用い

て抑制して撮影しているが，．このような強引な方

法を安易に用いることは，その後の歯科治療時の

協力状態をも著しく損なう原因となりかねない．

一方では，知的障害があっても適切な行動管理を

行うことにより良好な協力状態を導き出せること

もある．そこで著者らは，知的障害者の口内法X

線撮影への適応性を予測することを目的として，

上下顎前歯部（中切歯，側切歯，犬歯）の口内法

X線撮影時における障害者の行動を調査し，どの

ような要因が協力状態に影響しているかを検討し

た．

方 法

1．対象

　調査対象者は，松本歯科大学病院特殊診療科に

て前歯部のX線写真が必要とされた運動障害のな

い知的障害者24名（平均年齢：23．3±13．3歳）で

あっ．た．主な障害別では，精神遅滞19名，自閉症

表1　主な障害の種類

精神遅滞

自閉症

ダウン症候群

19名

3名

2名
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3名，ダウン症候群2名であった（表1）．

2．調査方法

（1）前歯部口内法X線撮影時の行動評価

（a）撮影方法と適応行動調査

　松本歯科大学病院歯科放射線科の撮影室に患者

を誘導し，撮影方法についてモデルを見せて説明

した（モデリング）．その後，通法に従って前歯部

の口内法X線撮影を試みた．その時の状況はすべ

てVTRに記録するとともに，調査用紙（図1）を

用いて適応行動の評価を行った．口内法X線撮影

に対する対象者の行動についての観察項目は，①
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撮影室の椅子への着座の指示（座る，拒否），②フィ

ルムの呈示（開口する，拒否），③フィルムを口腔

内へ挿入（挿入可，挿入不能），④フィルムを保持

（保持できる，保持できない），⑤コーンを照射部

位に設定（体動なし，体動あり），⑥照射前（体動

なし，体動あり），⑦照射時（体動なし，体動あり），

⑧撮影終了時（平静，逃げる）の8項目とした．

（b）適応，不適応の判定

　観察項目のうち開口しなかったり，暴れたりし

て撮影が出来なかった者，撮影できたとしても，

頭部固定など体動の抑制が必要であった者はいず

患者氏名：

生年月日：　年
障害名：（精神遅滞，

在宅，施設名：

調査用紙

　　　　（M，F）

月　　日（歳　か月）

自閉症，ダウン症，その他，

　　　VTR　No．
　　　調査日：　年　　月　　日

プロトコールNo：

）

遠城寺式乳幼児分析的発達調査

　　移動運動　：　　歳　　か月

　　基本的習慣：　　歳　　か月

　　発　　語　：　　歳　　か月

手の運動：　　歳

対人関係：　　歳

言語理解：　　歳

歯科治療時の協力状態（通法，IS，　IV，抑制）

か月

か月

か月

歯科治療経験

　初診日：　　年　　月　　日

　全身麻酔下集中歯科治療経験：なし，あり（　年　　月

　来院回数：　　　　回

日）

過去のX線撮影枚数

　デンタル　　枚，オクルーザル

撮影部位　　一一一一十一一一一

調査項目

枚，斜位　　枚，

（枚）

パソトモ　　枚，その他

（1）撮影室に誘導 a椅子に座る b拒否

②　デンタルフィルムを見せる a口を開ける b拒否

（3）デンタルフィルムを口腔内へ挿入 a挿入可 b挿入不能

（4）デンタルフィルムを口腔内で保持 a保持できる

@自分で保持

@ホルダーを使用

譓侮ﾒがホルダー保持

b保持できない

ｪ部固定必要

ﾛ持不能

（5）コーンを照射部位に設定 a体動なし bあり

（6）照射前 a体動なし bあり

（7）照射時 a体動なし bあり

（8）撮影終了時の行動 a平静 b逃げる

図1：調査用紙
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れも「不適応」と判定した．術者の指示に従って

開口し，フィルムを自分の指で保持するか，また

はホルダーを咬合して撮影が出来た場合には「適

応」と判定した．また，ホルダーのみ介助者が保

持した場合には，体動がなく，拒否的行動も見ら

れなけれぽ，これも「適応」と判定した．

②　適応状態に関与する要因の検討

　それぞれの対象者について，発達年齢を把握す

るために遠城寺式乳幼児分析的発達検査4）（移動

運動，手の運動，基本的習慣，対人関係，発語，

言語理解の6項目）を用いて発達検査を実施した．

また，その他の因子として，主な障害の種類，現

在の歯科治療時の行動管理方法（通法，笑気吸入

鎮静法，静脈内鎮静法，身体抑制法），来院回数，

暦年齢，性別，全身麻酔下集中歯科治療経験の有

無の6項目，以上の合計12項目の要因について調

査した．

（3）　口内法X線撮影についての適応要因の検索

　障害者における前歯部の口内法X線撮影の適

応，不適応の要因を検討するために遠城寺式乳幼

児分析的発達検査の6つの発達分野，障害の種類，

歯科治療時の行動管理，来院回数，暦年齢，性別，

全身麻酔下集中歯科治療経験の計12項目を説明変

数とし，目的変数を「口内法X線撮影への適応，

不適応」として，赤池情報量規準（Akaike’s　Infor－

mation　Criterion，以下AICと略す）に基づき解

析した．AICは，

AIC＝－210g（最大尤度）＋2（モデルのパラ

　　　メーター数）

で定義され，その符号が正であれば説明変数と目

的変数が独立であり，負であれば独立でないこと

を示す．またAICの値が小さいほど目的変数に対

して当該説明変数のもつ情報量が多いことを意味

し，関連性が強いといえる5，6）．なお，各項目の確

率検定にはフィッシャーの直接確率検定法（Fi－

sher’s　exact　probability　test）を用いた．

結 果

1．口内法撮影時の対象者の行動

（1）誘導時の行動

　撮影室に対象者を誘導した時の行動として，術

者の指示に従って椅子に座った者は20名（83．3％）

であり，逃げだしたり暴れたりして椅子に座らな

かった者は4名（16．7％）であった（図2）．

（2）撮影の可否

　撮影の可否については，撮影ができた者は24名

中20名（83．3％）で，そのうち15名（62．5％）は

術者の指示に従い，体動もなく，特に問題なく撮

影が行えた．残りの5名（20．8％）については，

拒否的行動は認められなかったが，静止状態を保

つことができなかったため，介助者の手による頭

部固定を行って撮影した．残りの4名（16．7％）

は，撮影できなかった．そのうち3名（12．5％）

は椅子に座ろうとせず，撮影ができなかった者で

あった．他の1名（4．2％）はこちらの指示どおり

に座り，フィルムを見せて開口もできたが，フィ

ルムを口腔内に挿入するのを拒否したために撮影

が不可能であった（図3）．なお撮影ができた20名

について得られたX線写真は，すべて臨床上有用

な画像を得ることができた．

椅子に座るのを拒否

椅子に座る

　20名（83．3％）

図2：撮影室誘導時の行動

図3：撮影時の行動
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表2：説明変数順位表

順位 説明変数 AIC　　差

1位　歯科治療時の行動管理

2位　来院回数

3位　言語理解

4位　対人関係

5位　暦年齢

6位　発　語

7位　障害別

8位　手の運動

9位　基本的習慣

10位　移動運動

11位　性　別

12位　全身麻酔下集中歯科治療経験

一13．53　－
－　8．16　　5．37

－　7．82　　0．34

－　5．72　2．10

－　5．27　0．45

－　4．80　0．47

－　4．62　　0．18

－　0．50　　4．12

　0．40　　0．90

　1．08　0．68

　1．21　　0．13

　1．45　　0．24

2．前歯部の口内法X線撮影における適応，不適

　応の要因

（1）説明変数の関連性

　表2は各説明変数のAICを比較し，関連性の強

い順に順位づけを行った結果である．最も関連性

が強かったのは，「歯科治療時の行動管理」で

AIC＝－13．53であった．第2位は「来院回数」で

AIC＝－8．16であった．以下，言語理解（AIC＝－

7．82），対人関係（AIC＝－5．72），暦年齢（AIC＝－

5．27），発語（AIC＝－4．80）の順であった．第1

位と第2位のAICの差は5．37であったが，第2位

と第7位のAICの差はわずか3．52であり，第2位

から第7位までの説明変数それぞれについての関

連性の強さには著しい差はなかった．また，第1

位と第2位は1％，第3位から第6位は5％の危

険率で有意差が認められたが，第7位と第8位は

有意差が認められなかった．

　なお，基本的習慣，移動運動，性別，全身麻酔

下集中歯科治療経験の4項目についてはAICは

正の値となり，口内法X線撮影に対する適応性と

は関連性がみられなかった．

（2）最適なカテゴリー区分における頻度分布

　各説明変数における最適なカテゴリー区分にお

ける頻度分布を有効順位の順に図4～gに示した．

　図4は適応，不適応との関連性が最も強かった

歯科治療時の行動管理方法である．通法または笑

気吸入鎮静法下にて，歯科治療を行っている者は

83．3％が，口内法X線撮影に対しても適応できて

いたが，16．7％の者は不適応であった．静脈内鎮

静法や身体抑制法下にて歯科治療を行っている者

は，全て口内法X線撮影には不適応であった．つ

まり通法または笑気吸入鎮静法下にて歯科治療が

可能であった者は，前歯部口内法X線撮影が可能

であり，静脈内鎮静法や身体抑制法を必要として

いた者は，拒否的行動を示す傾向が認められた．

　図5は有効順位が第2位の来院回数における頻

度分布である．来院回数が10回未満では85．7％の

者が不適応であったが，10回以上の来院経験のあ

る者は82．4％の者が適応していた．

　有効順位が第3位の言語理解（図6），第4位の

対人関係（図7），第6位の発語（図9）の各発達

分野における分布をみると，いずれにおいても最

適なカテゴリー区分の発達年齢以上であれぽ，

91．0％以上の者が適応していた．

　有効順位が第5位の暦年齢（図8）では，暦年

齢が20歳以下では適応が16．7％，不適応が83．3％

であった．一方，20歳以上では適応していた者は

77．8％，不適応であった者は22．2％であった．

通法，笑気

吸入鎮静法

静脈内鎮静法

身体抑制法

10回未満

io回以上

A［C＝－13．53

的中率＝87．5％

　　　　議K応　83．3％15名　　　　離　　　　ぐ

≠雛識灘難難灘雛鍵邊　　効難灘難灘耀灘嚢㌶蒙竃灘轟灘鷹雛議墾灘雛蕪灘蕪羅

図4：第1位

3歳【0カ月未満

3歳10カ月以上

＊＊

　　　　　　　　＊＊P＜0．Ol

歯科治療時の行動管理

AIC＝：－8．16

的中率＝83．3％

図5：第2位来院回数

＊＊

＊＊P＜0．Ol

AIC＝－7，82

的中率＝70．8％

図6：第3位　言語理解

］

＊P＜O．05
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3歳6カ月未満

3歳6カ月以上

20歳未満

20歳以上
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AIC；－5．72

的中率＝75．0％

3歳6カ月未満

3歳6カ月以上

図7：第4位対人関係

＊P＜0．05

A｜C＝－5．72

的中率；79．2％

図8：第5位歴年齢

＊P＜0．05

A｜C＝－4．80

的中率＝62．5％

図9：第6位発語

考 察

＊P＜0．05

　前歯部口内法X線撮影に対する適応性に関与す

る要因として，最も関連性が強かった説明変数は，

歯科治療時の行動管理であった．歯科治療に際し

て静脈内鎮静法や身体抑制法を必要としていた者

は，全員が口内法X線撮影には不適応であった．

つまり，通常の方法での歯科治療が困難な者は，

口内法X線撮影も困難ということになる．また，

通法や笑気吸入鎮静法下にて歯科治療が可能で

あった者でも，16．7％の者が不適応であった．こ

れは，我々が行っている歯科治療よりも口内法X

線撮影の方がより強い恐怖の対象となっているこ

とを示しているものと思われた．このことは，撮

影時には笑気吸入が行われないこと，あるいは過

去の撮影時の不快な経験などが影響しているもの

と考えられた．しかしながら，過去に不快な経験を

している者に対しては，行動変容法を用いて脱感

作することにより適応させることが可能であるこ

とは，渡辺ら7）が実践し，報告している．口内法X線

撮影についても学習理論に基づいた行動変容技法

を積極的に応用していくべきであると考えられた．

　説明変数の有効順位が第2位の来院回数につい

ては，10回以上の来院経験のある患者は82．4％が

適応できる結果となった．当科の患者には，3～6

か月毎の定期検診を軸とした歯科的健康管理を実

施している．つまり来院回数が多いというのは，

加齢に伴い発達が進んだということと経験を重ね

ることにより学習も進んだということである．発

達と学習の2つの要因が前歯部口内法X線撮影の

適応性に関与しているものと考えられた．

　障害者の歯科治療に対する適応性やブラッシン

グと遠城寺式乳幼児分析的発達検査の各発達分野

とは関連性の強いことは，すでに報告されてい

る8～11）．口内法X線撮影において関連性がみられ

たのは言語理解，対人関係，発語で，それぞれの

最適区分年齢は3歳10か月，3歳6か月，3歳6

か月であった．臨床的には3歳半以上のレベルで

あれば，前歯部口内法X線撮影に対して適応でき

ることが認められた．

　3歳以上の発達レベルになると，言葉や運動能

力，知的能力が発達し，環境に応じた適切な行動

がとれるようになる12）といわれている．また歯科

治療に対しても3歳半以上の発達を示している障

害者であれぽ，適切なアプローチにより適応でき，

レディネスが重要であることは，穂坂1のや小笠原

ら11）が報告している．このレディネスとは，教育や

学習が効果的に可能になるための発達的基礎をい

い，教育や学習を受け入れる個体の側の準備条

件13）といわれている．前歯部口内法X線撮影につ

いても3歳6か月以上の発達レベルがあれば，レ

ディネスが備わっていることが認められた．また

最適なカテゴリー区分の発達年齢以下の者でも適

応できる者が存在していることは，個々の患者の

過去の経験や暦年齢などの発達以外の因子が関与

しているためであると思われる．

　ところで，第1位の歯科治療時の行動管理と第

2位の来院回数の項目は，過去の歯科受診経験で

あり，初診患者への適応予測には利用できない．

初診患者には，遠城寺式乳幼児分析的発達検査の

言語理解，対人関係，発語の発達レベルからの予
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測が有用であると考えられた．なお，今回の調査

では，基本的習慣，移動運動の発達分野では関連

性が認められなかったが，これは対象者の数が若

干少なかったためと考えられる．

　暦年齢については20歳以上の者は，口内法X線

撮影に対して適応性を示す傾向が認められた．こ

れは，障害老においては発達レベルが低くても暦

年齢が高くなるにつれ，経験という因子が関与し，

全体的な発達も高くなり，一定のレディネスが存

在するようになると小笠原ら11・’4）は指摘している

が，口内法X線撮影についてもそうした影響が現

れているものと思われた．

　強引なX線撮影による精神的，肉体的なダメー

ジを与えないためには，撮影前のレディネスの評

価が重要であり，今回の調査結果はそれを裏付け

るものであると考えられた．

結 論

　障害者24名について，前歯部（上下顎中切歯，

側切歯，犬歯）の口内法X線撮影への適応性を検

討した．

1．24名中15名（62．5％）の者は特に問題なく口

内法X線撮影ができ，5名（20．8％）は体動を抑

制するために頭部固定を行った．他の4名
（16．7％）は拒否的行動がみられ，口内法X線撮

影ができなかった．

2．通常の方法での歯科治療が困難な者では，口

内法X線撮影も困難であった．

3．言語理解の発達年齢が3歳10か月以上，対人

関係，発語の発達年齢が3歳6か月以上であれば

口内法X線撮影に対してレディネスが備わってい

ることが明らかとなった．

4．口内法X線撮影についても，それぞれの患者

のレディネスを評価し，適切な取り扱いをするこ

とが重要である．
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